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〓お知らせ〓 
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〓研修・講習会〓 

 

 

 

 

自動車検査員資格を取得するための教習が、下記により実施されますのでお知らせします。 

 

◇  受付期間  令和６年１２月２日（月）～１２月１３日（金） 

 

◇ 教習日程  事前説明会 令和７年１月１０日（金） １５：００～  

        教習    令和７年１月２０日（月）、２１日（火） 

２２日（水）、２４日（金） 

◇ 教習時間  ９：００～１７：００まで 

 

◇ 試 問 日  令和７年２月４日（火） 

 

◇ 教習受講資格  

「指定自動車整備事業業務取扱要領」第１７条に定める者（教習開始日の前日に 

おいて、整備主任者（二級自動車シャシ整備士の技術検定のみに合格した者を除く）

として１年以上（一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、６カ月

以上）の実務経験を有する者）であって、次の各号の一に該当する者。 

（１）指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者 

令和６年度第２回自動車検査員教習について 


